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株式会社島製作所に対する仮処分申立ておよび訴訟提起の経過について 

 

2021 年 12 月 16 日付にて開示しておりました「仮処分申立ておよび訴訟提起に関するお知らせ」

にかかる係争中であった株式会社島製作所との本件訴訟において、大阪地方裁判所の和解勧試を受

け、紛争の長期化を避けるべく、2023 年 11 月 13 日付で、以下のとおり全面的に和解したことをお

知らせいたします。 

 

記 

 

1. 和解の相手方の概要 

（１） 名 称：株式会社島製作所 

（２） 代表者：島 義弘 

（３） 所在地：大阪府大阪市東住吉区桑津４丁目３番９号 

 

2. 経過事実 

本件訴訟に関して、大阪地方裁判所において、侵害の審理が終結し、これに基づき損害額の審

理が進められておりましたが、株式会社島製作所が当社に相応の解決金を支払うことを含む和

解の勧試を受け、当社といたしましては、取引関係者の不測の損害の発生を回避すべく、早期解

決のため、今般の和解による裁判の終結を受け入れることにいたしました。 

 また、法令規則上の義務による開示その他の正当な事由に基づく開示を除き、本件にかかる和

解内容については、公表することができませんので、ご了承をいただきたく存じます。 

なお、本件による 2024年 2月期の連結業績への影響は軽微であります。 

 

 

以上 

会 社 名 株 式 会 社 幸 和 製 作 所 

代表者名 代表取締役社長  玉 田  秀 明 

（コード番号：7807 東証スタンダード市場） 

問合せ先 取 締 役   植 田  樹 

 （TEL.072-238-0605） 


